
国立民族学博物館文献図書資料購入及び寄贈受入れ規則 

 

平成１６年６月８日  

規則第  ４３  号      

  

（趣旨）  

第１条 この規則は、国立民族学博物館民族学資料取扱規程（以下「取扱規程」という。）第

４条第２項の規定に基づき、取扱規程第３条第２号に規定する文献図書資料（以下「資料」

という。）の受入について、必要な事項を定めるものとする。 

（受入資料）  

第２条 購入及び寄贈受入れをしようとする資料は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 国立民族学博物館（以下「本館」という。）として所蔵すべき文化人類学・民族学及び

関連諸分野の基本的資料 

(2) 本館情報運営会議で定めた文化人類学の主要外国雑誌、国内雑誌の書評欄及び新刊紹

介欄に掲載された文献図書資料 

(3) 参考資料及び二次資料 

(4) 本館職員の著作物 

(5) 本館関係資料 

(6) 図書館及び図書館学関係資料 

(7) その他本館蔵書としてふさわしいもの 

（非受入資料） 

第３条 寄贈申し出のあった資料のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、原則として

受け入れないものとする。 

(1)  本館として認めがたい寄贈条件が付されているもの 

(2)  １部以上、既に所蔵されているもの 

(3)  刊行後相当期間経過し、資料的価値が失われていると判断されるもの 

(4)  汚損又は破損し、補修に要する費用が当該資料の取得に要する費用を上回るもの 

(5)  継続的な受贈が不可能な学術雑誌 

(6)  宗教団体及び政治団体等が広報宣伝を目的として出版したもの 

(7)  個人又は文学会等が出版する随筆・詩集・句集等のうち、学術的価値が認められない 

もの 

(8) 寄贈者の自発的意思によるものと認められないもの 

(9) その他本館蔵書としてふさわしくないもの 

（購入資料の申請） 

第４条 資料の購入を申請する本館の研究教育職員は、図書整理カード（様式第１号）（以下

「カード１」という。）を情報課に提出するものとする。 

２ 前項のうち、１件の金額が各個研究図書購入費の申し合わせ限度額を超える高額資料及び

継続資料については、「カード１」に申請理由書を添付するものとする。 

３ 第２条第３号、第５号、第６号及び第７号に該当する資料については、情報課職員も購入

の申請ができるものとする。 



４ 申請に必要な資料やデータについては、情報課が収集・提供するものとする。 

（購入資料の選定） 

第５条 申請された資料のうち、基本図書購入費の予算枠に該当するものについては、情報運

営会議の選定を経て、購入するものとする。 

（寄贈資料の申し出） 

第６条 本館の職員及び課（室）が寄贈を申し出る場合は、資料に、図書整理カード（寄贈） 

（様式第２号）（以下「カード２」という。）を添えて情報課に提出する。 

（本館の職員及び課（室）以外から送付又は持ち込まれた資料の推薦） 

第７条 本館の職員及び課（室）以外から送付又は持ち込まれた資料については、図書室内に

２ヵ月間展示し、本館の職員が寄贈受入れを希望する場合は、「カード２」を添えて推薦を

するものとする。 

（寄贈資料の選定） 

第８条 前２条で寄贈の申し出又は推薦を受けた資料については、情報運営会議の選定を経て、 

受入れするものとする。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、資料の購入及び寄贈受入れに関し必要な事項は、館長

が別に定める。 

 

附  則 

この規則は、平成１６年６月８日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成１７年４月２６日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成１９年６月１日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成２４年１２月１７日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成２７年４月１日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成２８年２月５日から施行する。 

附  則 

この規則は、平成２９年４月１日から施行する。 

 


